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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) から，

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経

済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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Web サービス相互運用性－ 
WS-I アタッチメントプロファイル 1.0 
Information technology－Web Services Interoperability－ 

WS-I Attachments Profile Version 1.0 
 

序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 29362 を基に，技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項及び附属書 JA は，対応国際規格にはない事項であ

る。 

 

1 適用範囲及び序論 

1.1 適用範囲 

この規格は，WS-I Attachments Profile 1.0（以下，このプロファイルという。）を定義する。このプロファ

イルは非占有的 (non-proprietary) な Web サービス規格で構成され，相互運用性を向上させる規定の明確化

及び強化 (amplify) を含んでいる。このプロファイルは，相互運用可能な SOAP Messages with Attachments 

に基づいた Web サービスのサポートを追加することで，JIS X 7361:2010 Web サービス相互運用性－WS-I

ベーシックプロファイル 1.1 (ISO/IEC 29361:2008，Information technology－Web Services Interoperability－

WS-I Basic Profile Version 1.1) を補完している。 

SOAP Messages with Attachments (SwA) は，SOAP メッセージとともに添付データをパッケージングする

ための MIME multipart/related 構造を定義している。このプロファイルは，相互運用可能な SwA に基づく

SOAP メッセージの添付データ  (attachments) の運び方に対するサポートを追加することで，JIS X 

7361:2010 (ISO/IEC 29361:2008) を補完している。 

箇条 1 は，このプロファイルを紹介し，他のプロファイルとの関係を示す。 

箇条 2 は，このプロファイルに適合するとはどういう意味かを説明する。 

それに続く各箇条は，このプロファイルの構成要素となるそれぞれの規格について示すもので，次の二

つの部分からなる。すなわち，構成要素となる規格及び拡張点 (extensibility point) を列挙した概要規定と，

それに続いて，構成要素となる規格の個別の部分について示した細分箇条との二つの部分である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 29362:2008，Information technology－Web Services Interoperability－WS-I Attachments 

Profile Version 1.0 (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号 (IDT) は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 


